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平成 22 年 2 月 12 日 

各 位 

会社名  ヤマハ発動機株式会社  

                      代表者名 代表取締役社長 戸上 常司 

                      （コード番号：7272 東証第１部） 

問合せ先 財務統括部長 篠崎 幸造 

                        （TEL0538－32－1103） 

 

当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新に関するお知らせ 

 

当社は、平成 19 年 3 月 27 日開催の当社第 72 期定時株主総会において｢当社株式の大量

取得行為に関する対応策(買収防衛策)の導入の件｣を賛成多数によりご承認いただき(以下

｢平成 19 年総会承認｣といいます。)、この内容に従い、当社の 20％以上の株式の取得行為

(下記(注 1)に規定するものをいい、以下｢特定買収行為｣といいます。)に関する対応策(以

下｢本プラン｣といいます。)を導入しております。 

当社は、平成 19 年総会承認の有効期間が平成 22 年 3 月 25 日開催予定の第 75 期定時株

主総会(以下｢本定時総会｣といいます。)の終結後 初に開催される取締役会の終結のとき

までとされておりますことを受け、平成 22 年 2 月 12 日開催の当社取締役会におきまし

て、本プランについて、株主・投資家保護の観点から一部改定した上で(改定の概要につ

いては別紙 1 をご参照下さい。)、本定時総会の承認(以下｢本総会承認｣といいます。)を

得ることを条件にこれを継続することについて決議いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

本プランの改定は本日付で発効いたします(以下においては、本プランとは改定後のも

のを指すものといたします。)が、本総会承認が得られなかった場合には本プランは本定

時総会の終結時をもって失効することといたします。 

なお、当社は現時点において、特定買収行為に関する提案を受けておりません。 

 

(注 1) ｢特定買収行為｣とは次の①又は②のいずれかに該当する行為をいいます。 

① 株券等保有割合(金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項)が 20％以上となる当社の

株券等(金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項)の買付行為及びこれに準ずる行為と

して取締役会で定めるもの(※) 

※ 取締役会が、本日、｢株券等保有割合が 20％以上となる当社の株券等の買付行為及びこ

れに準ずる行為として取締役会で定めるもの｣として決議した内容は以下のとおりです。 

下記(a)ないし(d)のいずれかに該当する行為。なお、下記(a)ないし(d)にかかわら

ず、当社が行う株券等(金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項。以下別段の定めのな

い限り同じ。)の発行又は自己の有する株券等の処分(当社が行う合併、株式交換、
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株式移転、会社分割に伴って行われるものを含む。)による当社の株券等の取得行

為は含まれない。 

(a) 金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項本文に規定される｢買付け等｣(株券等(金融

商品取引法第 27 条の 2 第 1 項。)の買付けその他の有償の譲受け及びこれに

類するものとして金融商品取引法施行令第 6 条第 3 項に定める行為をいう。)

によりその者の当社の株券等に係る株券等保有割合が 20％以上となる行為 

(b) 上記(a)以外の態様で金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項又は第 3 項に規定さ

れる｢保有者｣に該当することで当社の株券等に係る株券等保有割合が 20％以

上となる行為 

(c) 当社の株券等の保有者の共同保有者(金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項)に

該当することで当社の株券等に係る株券等保有割合が 20％以上となる行為 

(d) 当社の株券等の保有者と金融商品取引法第 27 条の 23 第 6 項に定める関係を

有することとなることで当社の株券等に係る株券等保有割合が 20％以上とな

る行為 

 

② 買付け等の後の株券等所有割合(金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項。但し、公開

買付者(金融商品取引法第 27 条の 3 第 2 項)の特別関係者(金融商品取引法第 27

条の 2 第 7 項)の株券等所有割合との合計とします。)が 20％以上となる当社の

株券等(金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項)の公開買付けの開始行為(｢買付け等

の後の株券等所有割合｣は当該公開買付けの公開買付届出書の記載によって判定

されるものとし、公開買付開始公告が行われた日の翌営業日が到来したことを

もって｢特定買収行為を行った｣ものとします。) 

 

一 本対応方針の必要性 

 

1. 当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に向けた取組み 

当社は、｢感動創造企業－世界の人々に新たな感動と豊かな生活を提供する｣を企

業目的に、世界各地のグループ企業と一体となって二輪車事業、マリン事業、特機

事業、その他の事業を展開し、人々の夢を知恵と情熱で実現し、つねに｢次の感動｣

を期待される企業を目指して、お客様の感動創造はもとより、お客様の感動を自ら

の感動として受止め、新たな｢付加価値の創造｣に努めております。 

当社は、当社の事業領域である、二輪車事業、マリン事業、特機事業等におい

て、多くの世界市場をリードする商品を生み出してまいりました。独自技術の開発

には長期的視野にたった継続的な資源の投入を必要としますが、その過程で得られ

た独創性の高い技術・ノウハウの蓄積、開発努力を通じて獲得された特定の市場分

野における知識・情報、長年にわたる問題解決を通じて醸成された取引先との深い

信頼関係、専門分野に通暁した質の高い人材等は、当社の競争優位性をさらに向上
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させており、将来においても当社の企業価値の源泉をなす重要な経営資源であると

考えます。また、当社の活動領域は事業活動のみならず、社会貢献活動、環境保護

活動等に及んでおり、これらがシナジー効果を生むことによってコーポレートブラ

ンドの価値となり、当社のブランド価値や企業価値を築いていると認識しておりま

す。また、当社では、多数の投資家の皆様に長期的に投資を継続していただくため

に、今後も以下に述べる諸施策を通じて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・

向上に努めてまいります。 

 

①中期経営計画に基づく企業価値向上の取組み 

本年からスタートする新中期経営計画(平成 22 年度から平成 24 年度まで)におい

て、昨年より進めている構造改革をさらに加速させ、早期に収益体質を確立し、将

来的な成長シナリオの実現に向け、次の重要課題に取組んでまいります。 

 

１．先進国事業については、今後の需要をさらに厳しく想定し、目標とする損益

分岐点生産台数をもう一段引き下げ、グローバル生産体制の再編、人員体制の

スリム化により固定費の削減を行います。さらに、海外調達の拡大などにより

調達コストを削減します。これらの改革に取組み、収益改善を進めます。 

 

２．成長が期待される新興国二輪車事業は、お客様のニーズに対応した商品力を

強化し、需要拡大の見込まれるアジア市場に低価格で魅力ある商品を提供しま

す。現地メーカーからの部品の調達の拡大を行い、さらなるコストダウンによ

る競争力向上で事業拡大を目指してまいります。 

 

３．次世代環境技術の早期商品化に向けた取組みを推進します。二輪車・船外機

の環境に配慮した低燃費エンジンの開発、電動二輪車の市場投入に向けた取組

みに加え、需要の伸長が期待される電動アシスト自転車の海外展開を行いま

す。 

 

これらの課題への取組みを通じ、平成 22 年度の連結営業利益の黒字化を達成

し、平成 24 年度での連結営業利益率 5％を目指してまいります。 

 

 

②コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化による企業価値向上の取組み 

当社は、コーポレート・ガバナンスを｢長期的な企業価値 大化のために、経営体

制を規律していくこと｣と認識し、意思決定の迅速化や取締役の業績責任の明確化、

透明性のある取締役人事･報酬制度の整備などに取組んでまいりました。具体的に

は、執行役員制を導入するとともに、社外取締役を複数名選任し、経営の執行と監
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督の分離に取組む一方、取締役の株主の皆様に対する責任を明確にするため、その

任期を 2 年から 1 年に短縮いたしました。また、任意の委員会として常勤取締役及

び社外取締役若干名からなる｢役員人事委員会｣を設置し、取締役・執行役員の候補

者や報酬制度・報酬額についての審議を通じて、妥当性・透明性の向上を図ってお

ります。同委員会の審議に基づき、業績連動性の高い報酬制度への変革や役員退職

慰労金の廃止を行いました。今後も、取締役会の役割を｢グループの基本方針の承認

と業務執行の監督｣、執行役員の役割を｢グループの経営及び業務執行｣と明確化し、

これに合致した経営体制の構築に取組んでまいります。 

 

これらの取組みを行う一方、機関投資家や証券アナリストへの説明会の開催、個

人投資家向けのＩＲ活動の充実を図ることで、株主の皆様との長期的な信頼関係の

構築を図ってまいります。また、株主の皆様の利益向上を 重要課題と位置づけ、

収益力のいっそうの向上に努めるとともに、配当性向を尺度として連結業績などを

総合的に考慮しながら、長期的な視点に立った配当を基本方針とし、株主の皆様の

ご期待に応えてまいりたいと考えております。 

 

2. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下｢基本

方針｣といいます。)の内容 

上記一 1 で述べましたような当社グループのブランド価値、企業価値のさらなる

向上を図るためには、ニューモデルの積極的な投入、特に新技術の導入による新た

な付加価値のある製品の開発が不可欠ですが、これを可能とするためには、新技術

を生むための研究・開発のさらなる推進が重要となります。また、環境に配慮した

低燃費エンジンの開発や電動二輪車等の次世代環境技術は将来高収益・規模成長が

期待できる事業領域ですが、かかる事業領域で当社グループが収益をあげていくた

めには、事業の基礎となる研究・開発を積極的に推進することが不可欠です。これ

らを実現するためには、長期的な視野のもとに大胆に企業施策を行わなければなり

ません。 

こうした当社グループのブランド価値、企業価値の源泉に対する理解に欠ける者

が当社を買収して財務及び事業の方針の決定を支配し、短期的な経済的効率性のみ

を重視して競争力を毀損する過度な生産コストや研究開発コストの削減を行うな

ど、中長期的視点からの継続的・計画的な経営方針に反する行為を行うことは、企

業価値及び株主共同の利益が毀損されることにつながると考えております。 

当社は上場会社でございますので、当社の株式の買付行為に応じるか否かは、株主

の皆様によって 終的に決定・判断されるべき事項であると認識しております。 

他方で、株式の買付行為の中には、その態様によっては、当社の企業価値及び株主

共同の利益を害するものも存在します。経営を一時的に支配して当社の長期継続的発

展に必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を買収者やそ
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のグループ会社等に移譲させることを目的とするもの、経営を支配した後に当社の資

産等を自らの債務の担保や弁済原資に当てることを目的とするもの、あるいは経営を

一時的に支配して当社の将来の事業展開、商品開発等の準備資産・資金を減少させる

など当社の企業としての長期継続的発展を犠牲にして一時的な高リターンを実現させ

ようとするもの、真に経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ高値で当社株

式を当社やその関係者に引き取らせるもの(いわゆるグリーンメイラー)などは、企業

価値及び株主共同の利益を毀損する買収の例と考えられます。 初の買付株数を 51％

などにとどめ全株式の買付けを勧誘せず、その後の買付けの条件を開示せず又は不利

益に設定することで結果として株主の皆様に株式の売却を事実上強要したり、あるい

は少数株主として残った株主の皆様の利益を害する買収もあります。 

当社は、当社が企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を図るためには、当該買

収者が意図する経営方針や事業計画の内容、当該買収提案が株主の皆様や当社の経営

に与える影響、当社を取り巻く多くの関係者に対する影響、製品の安全性をはじめと

した社会的責任に対する考え方等について、事前の十分な情報開示がなされることが

必要であると考えております。また、買収者に対して相応の質問や買収条件の改善を

要求し、あるいは株主の皆様にメリットのある相当な代替案が提示される機会を確保

するため、相応の検討時間・交渉力等も確保される必要があると考えております。 

 

二 本プランの概要 

 

1．更新に係る手続等 

本総会承認は、特定買収者等(注 2)の行使に制約が付された新株予約権(以下｢本新

株予約権｣といいます。)の株主割当て又は無償割当て(以下｢無償割当等｣といいま

す。)につき、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から相当と認められ

る一定の附帯条件を付した上で、株主の皆様にご承認いただくものです。本新株予約

権の無償割当等に関する附帯条件を含む本総会承認の内容は、本プランの基本的内容

を構成します。なお、本総会承認は、出席株主の議決権(但し、議決権行使書による

出席も含みます。以下同じ。)の過半数のご賛同によりなされるものとします。 

取締役会は、本日、本新株予約権の無償割当て(その内容については別紙 2 をご参

照ください。)など本プランの具体的内容に係る事項の決議を行いました。但し、か

かる本新株予約権の無償割当ては特定買収者(注 2)が出現した場合に行われるもので

すので、現時点において本新株予約権が実際に発行されるものではありません。本新

株予約権の無償割当てについて、その内容を予め開示しておくことが、予測可能性の

観点から株主及び投資家の皆様の利益に資するものと考えられますことから、本新株

予約権の無償割当てに関する内容を可能な範囲で事前に決議し開示しておくもので

す。 
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(注 2) ｢特定買収者等｣とは、(1)特定買収者並びに(2)(上記(注 1)①に定める特定買収行

為を行った特定買収者について)その共同保有者(金融商品取引法第 27 条の 23 第 5

項、第 6 項)、(3)(上記(注 1)②に定める特定買収行為を行った特定買収者について)

その特別関係者及び(4)これらと実質的に同一の者として取締役会で定める者(※)と

します。 

※ 取締役会が、本日、｢(4)これらと実質的に同一の者として取締役会で定める者｣として決議した

内容は以下のとおりです。 

 以下のいずれかに該当すると取締役会が合理的に認めた者 

(a) 上記(1)ないし(3)に該当する者から当社の承認なく本新株予約権を譲り受け又は承継

した者 

(b) 上記(1)ないし(3)及び上記(a)に該当する者の｢関連者｣。｢関連者｣とは、実質的にそ

の者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者、又はその

者と協調して行動する者をいう。組合その他のファンドに係る｢関連者｣の判定におい

ては、ファンド・マネージャーの実質的同一性その他の諸事情が勘案される。なお、

当社株券等に関する名義貸し若しくは借株、又は本新株予約権の行使若しくは取得に

より将来発行される当社株券等の移転その他これに準ずる特段の合意を上記(1)のう

ち上記(注 1)①に定める特定買収行為を行った者又は上記(2)に該当する者との間で

行っている者について、取締役会は当該(1)のうち上記(注 1)①に定める特定買収行

為を行った者又は上記(2)に該当する者の｢関連者｣とみなすことができる。 

 

｢特定買収者｣とは、特定買収行為を行った者で、特定買収行為を行った時点(上記

(注 1)①②のいずれか早い時点とします。)までに下記 2.に述べる確認決議を得な

かった者をいいます。 

但し、以下の者は｢特定買収者｣に該当しないものとします。 

(a) 当社、当社の子会社、当社の従業員持株会及びこれらと実質的に同一の者と

して取締役会で定める者(※) 

(b) 当社の行った自己の株式の消却又は取得その他取締役会が定める行為(※)の

みに起因して株券等保有割合が 20％以上となった者(その者の株券等保有割合

が当該行為以外の態様によってその後に 1％以上増加することとなった場合を

除きます。) 

※ 取締役会は、本日、｢(a)これらと実質的に同一の者として取締役会で定める者｣として｢当

社の従業員持株会のために当社株式を保有する者｣を、｢(b)取締役会が定める行為｣として

｢当社の行った発行済株式総数若しくは議決権の総数を減少させる行為又は本新株予約権の

割当て、行使若しくは強制取得の行為｣をそれぞれ定めております。 

  

2．買収提案者出現時について 

本プランは、特定買収行為が当社の企業価値及び株主共同の利益に与える影響等に
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ついて、事前の必要かつ十分な情報開示と相当な検討・協議期間等を確保し、もって

企業価値及び株主共同の利益を確保・向上することを目的としております。 

取締役会は、特定買収行為を企図する者に対して、特定買収行為に関する提案(以

下の(a)ないし(h)に掲げる事項を含む当社が合理的に求める必要情報が記載されるも

のとします。必要情報が記載された当該提案を以下｢買収提案｣といい、買収提案を

行った者を以下｢買収提案者｣といいます。)を予め書面により当社に提出し確認決議

を求めるよう要請するものとし、特定買収行為を企図する者は、その実行に先立ち買

収提案を提出して確認決議を求めるものとします。 

(a) 特定買収行為を企図する者(グループ会社その他の関係者を含む。)に関する事

項 

(b) 買収の目的 

(c) ①支配権取得又は経営参加を目的とする場合には支配権取得又は経営参加の方

法、買収後の当社の経営方針と事業計画、組織再編、役員構成の変更その他当

社の経営方針に対して重大な変更を加え又は重大な影響を及ぼす行為を予定し

ている場合はその内容及び必要性、②純投資又は政策投資を目的とする場合に

は株券等取得後の当該株券等の保有方針、売買方針及び議決権の行使方針及び

その理由、長期的な資本提携を目的とする政策投資として買付け等を行う場合

はその必要性 

(d) 特定買収行為後の当社株券等の追加取得予定の有無、その理由及び内容 

(e) 対価の算定の基礎とその経緯 

(f) 買収資金の裏付け 

(g) 当社の利害関係者に与えうる影響 

(h) その他下記①ないし⑦記載の事項に関連する情報として当社が合理的に求める

必要情報 

 

｢確認決議｣とは、下記に述べます企業価値委員会が行った勧告決議を受けてなされ

る本新株予約権の無償割当等を行わない旨の取締役会決議をいいます。 

なお、本プランの迅速な運営を図る観点から、必要情報が不足していることにより

買収提案とは認められない提案につき、当該当社株式の取得に係る提案を行った者に

対し、当社は必要に応じて情報提供を要請する場合があります。 

この場合、 初の情報提供要請を当該提案者に対して行った日から起算して 60 営

業日を上限として、提案者に対して情報提供を要請しかつ当該提案者が回答を行う期

間(以下｢情報提供要請期間｣といいます。)を設定することを基本とし、万が一必要情

報が十分に揃わない場合であっても情報提供要請期間の満了をもって企業価値委員会

の検討・審議期間を開始することを基本方針といたします。なお、合理的な理由に基

づく延長要請があった場合には、当社は必要に応じて情報提供要請期間を延長するこ

とができるものとしますが、当該延長期間も 30 営業日を上限とするものとします。 
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取締役会は、受領した買収提案を、企業価値委員会に速やかに付議し、またその旨

を法令の要請に従い開示します。企業価値委員会は、買収提案を検討し、当該買収提

案について取締役会が確認決議を行うべきである旨を勧告する決議(以下｢勧告決議｣

といいます。)を行うかどうかを審議します。企業価値委員会の決議結果は開示され

るものとします。 

 

 企業価値委員会は、取締役会から付議される買収提案を検討し、勧告決議を行うか

どうかを審議するほか、取締役会から付議されるその他の事項を審議するものとし、

その決議は、全委員の過半数により行うものとします。企業価値委員会の委員は、当

社の社外役員の中から、取締役会において選任されます。なお、企業価値委員会の委

員として、当社の社外取締役である降旗正義氏及び小林英三氏、社外監査役である清

水紀彦氏の現任の 3 名に加え、本日付で、当社の社外監査役である河和哲雄氏が就任

いたします。上記 4 名はいずれも当社経営陣からの独立性が確保された社外役員であ

ります。本総会承認が得られた場合には、企業価値委員会の委員として、上記 4 名が

引き続き就任する予定です(本定時総会における社外取締役候補者である降旗氏、小

林氏については、本定時総会において取締役として選任されることを条件として就任

する予定です。各氏の略歴につきましては別紙 3 をご参照ください。)。 

 

企業価値委員会の検討・審議期間は、取締役会による買収提案受領日又は情報提供

要請期間の満了日のいずれか早い日から 60 営業日(対価を円貨の現金のみとした買付

上限株数を設けない買収提案以外の場合には 90 営業日)を目安とし、合理的理由がな

い限りこれらの期間は延長されないものとします(延長される場合には当該理由につ

いて開示いたします)。なお、当社の事業が多岐にわたること、当社事業における海

外事業の占める割合が大きいこと、株主の皆様を含む利害関係者の状況、法改正の状

況などに照らして、買収提案が企業価値及び株主共同の利益に与える影響について検

討する期間につきましては｢営業日｣を採用しております。 

企業価値委員会における勧告決議の検討・審議は、当該買収提案が企業価値及び株

主共同の利益の確保・向上に適うものであるかどうかの観点(以下①ないし⑦の観点

を含みます。)から真摯に行われるものとします。なお、企業価値委員会は、以下に

掲げる事項が全て充たされていると認められる買収提案については、勧告決議を行わ

なければならないものとし、また、以下に掲げる事項の一部を充たさない買収提案で

あっても企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に照らして相当であると認められ

る場合には勧告決議を行うものとします。 

① 下記のいずれの類型にも該当しないこと 

(a) 株式を買い占め、その株式について当社又はその関係者に対して高値で買取

りを要求する行為 

(b) 当社を一時的に支配して当社の重要な資産等を移転させるなど、当社の犠牲
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の下に買収提案者又はそのグループ会社その他の関係者の利益を実現する経

営を行う行為 

(c) 当社の資産を買収提案者又はそのグループ会社その他の関係者の債務の担保

や弁済原資として流用する行為 

(d) 当社の経営を一時的に支配して将来の事業展開、商品開発等に必要な資産や

資金を減少させてその処分利益をもって一時的な高配当やそれによる株価の

急騰をねらって高値で売り抜けるなど、当社の継続的発展を犠牲にして一時

的な高い収益その他のリターンを得ようとする行為 

(e) 特定買収行為を行う者による支配権の取得により、当社の企業価値の源泉を

なす重要な経営資源(独創性の高い技術・ノウハウ、特定の市場分野におけ

る知識・情報、長期にわたり醸成された取引先との深い信頼関係、専門分野

に通暁した質の高い人材等。詳細については前記｢一 本対応方針の必要性｣

をご参照ください。)を不当に害することで買収提案者又はそのグループ会

社その他の関係者が利益をあげる態様の行為 

② 当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容等が、関連する法令及び規則等を遵

守したものであること 

③ 当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容が、強圧的二段階買付( 初の買付け

で全株式の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、

あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付けを行うことをいいます。)

その他買収に応じることを当社株主に事実上強要するおそれがあるものではな

いこと 

④ 当該買収提案を検討するために必要でかつ虚偽のない情報が、当社の要請等に

応じて適時に提供されていること、その他本プランの手続に即した真摯な対応

がなされていること 

⑤ 当該買収提案を当社が検討(代替案を検討し当社株主に対して提示することを含

みます。)するための期間(買収提案の受領日から 60 営業日(対価を円貨の現金の

みとした買付上限株数を設けない買収提案以外の場合には 90 営業日。なお、こ

れらの日数を超える合理的理由がある場合は当該日数。))が確保されているこ

と 

⑥ 当社の企業価値及び株主共同の利益に照らして著しく不十分又は不適切である

と認められる条件による買収提案ではないこと 

⑦ その他企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであると合理的に

認められること 

取締役会の確認決議は、企業価値委員会の勧告決議に基づいてなされるものとしま

す。取締役会は、企業価値委員会から勧告決議がなされた場合、取締役としての善管

注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、速やかに確認決議を行わなければ

ならないものとし、確認決議を受けた買収提案に対して本新株予約権の無償割当等を
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行うことができないものとします。 

 

3．特定買収者出現時について 

特定買収者が出現した場合(出現の有無は、当社に提出された大量保有報告書、公

開買付届出書その他適切な方法により判断するものとします。)、すなわち確認決議

を得ない特定買収行為が行われた場合、取締役会は、特定買収者が出現した旨の開示

のほか、無償割当等の基準日、無償割当等の効力発生日その他本新株予約権の無償割

当等に関する必要事項を決定する決議を行い、決定された事項を公表の上、本新株予

約権の無償割当等を実行するものとします。但し、無償割当等の基準日以前の日で取

締役会が定める日(※)までに以下の(a)ないし(c)のいずれかの事由が生じた場合に限

り、当該日までに、決議を行った本新株予約権の無償割当等の効力を生じさせない旨

を決議することができるものとします。 

(a) 特定買収者の株券等保有割合が 20％を下回った旨の大量保有報告書が特定買

収者から提出された場合 

(b) 特定買収行為に該当する公開買付けが開始された場合で、当該公開買付けが終

了し又は撤回され、その結果、株券等保有割合が 20％以上となる当社株券等

の保有者が出現しないこととなった場合 

(c) 上記(a)(b)のほか、当該特定買収行為による脅威がなくなったと取締役会が合

理的に認めた場合 

※ 取締役会は、本日、｢無償割当等の基準日以前の日で取締役会が定める日｣として、｢無償割当

基準日の 4営業日前の日｣を定めております。 

 

4．本総会承認及び本プランの有効期間等 

本総会承認の有効期間は、平成 25 年に開催される定時株主総会の終結後 初に開

催される取締役会の終結のときまでとしております。また、本プランの有効期間は、

翌年に開催される定時株主総会の終結後 初に開催される取締役会の終結のときまで

としております。但し、本総会承認又は本プランの有効期間の終了時点で特定買収者

が出現している場合には、当該特定買収者に対する措置としてその効力が存続しま

す。 

なお、本プランの運用にあたって当社が行う｢株券等保有割合｣、｢保有者｣、｢共同

保有者｣、｢株券等所有割合｣、｢特別関係者｣、｢特定買収者等｣、｢関連者｣、｢実質的同

一性｣その他の必要事項の確認又は認定等は、当該確認又は認定等が必要な時点にお

いて当社が合理的に入手できた情報に依拠して行うことができるものとします。 

本プランにおいて、金融商品取引法(昭和 23 年 4 月 13 日法律第 25 号。その後の改

正を含む。)の規定に依拠して定義されている用語については、同法に改正がなされ

た場合には、同改正後の規定において相当する用語に読み替えられるものとします。

また、本決議で引用する法令の規定は、平成 22 年 2 月 12 日現在施行されている規定
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を前提にしたものであり、同日以降、法令の改廃により上記各項に定める条項又は用

語に修正を加える必要が生じた場合には、当社取締役会において、当該改廃の趣旨を

踏まえて、適宜合理的範囲内で読み替えることができるものとします。 

 

5．本プランの合理性を高めるための工夫(株主意思の反映のための特段の措置等) 

本プランは、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的として導入されるも

のですが、その合理性を高めるため以下のような特段の工夫を施しております。 

 

(1) 導入にあたっての株主意思の確認 

当社は、株主の皆様の意思を適切に反映させる機会を得るため、本プランを導

入・更新するにあたり、本定時総会において株主の皆様にご承認いただくことと

いたしております。本定時総会において本総会承認が出席株主の議決権の過半数

のご賛同を得られなかった場合には、本プランはその時点で失効するものとしま

す。附帯条件を含む本総会承認の内容は本プランの基本的内容を構成するもので

あり、取締役会は本総会承認の内容に服した上で、新株予約権の無償割当等に関

する事項や本プランの円滑な実行に必要な事項・措置を定めることとなります。 

 

(2) 本プランが 1 回の株主総会決議を通じて廃止可能であること 

当社取締役の任期は 1 年であり、任期期差制や解任要件の普通決議からの加重

等も行っておりません。従って、1 回の株主総会普通決議による取締役の選解任

を通じて、取締役会決議により本プランを廃止することが可能であり、この点に

おいても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 

 

(3) 当社経営陣からの独立性が確保された社外役員からなる企業価値委員会による拘

束力ある勧告 

本プランにおける判断の中立性を担保するため、当社の業務執行に従事してい

ない独立性が確保された当社社外役員のみから構成される企業価値委員会が、買

収提案の内容につき検討を行い、会社に対し負う当社役員としての法的義務を背

景に、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであるかどうかの観

点から買収提案について真摯に審議します。 

そして、企業価値委員会から取締役会に対し、確認決議を行うべきである旨の

勧告決議がなされた場合、取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに

反する特段の事情がない限り、同勧告決議に従い確認決議を行わなければならな

いこととされています。 

 

(4) 客観性を高めるための仕組み 

企業価値委員会は、上記 2．①ないし⑦に掲げる事項が全て充たされていると
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認められる買収提案については、勧告決議を行わなければならないものとされ、

また、当該事項の一部を充たさない買収提案であっても企業価値及び株主共同の

利益の確保・向上に照らして相当であると認められる場合には勧告決議を行うも

のとされており、客観性を高めるための仕組みが採られています。 

 

(5) 本総会承認の有効期間の設定等 

上記 4．記載のとおり、本総会承認の有効期間を本定時総会から 3 年に設定し

ております。有効期間中は、本総会承認の授権の範囲内で、取締役会が 1 年ごと

に本プランの内容を決定することとしており、関連する法制度の動向その他当社

を取り巻く様々な状況に対応することが可能となっております。3 年が経過した

時点で、取締役会は、附帯条件の見直し等を含め、改めて株主意思の確認を行

い、株主の皆様にご判断いただくことを予定しております。但し、有効期間内で

あっても、本プランは、上記(2)にも記載のとおり、株主総会普通決議による取

締役の選解任等を通じて、取締役会決議によりいつでも廃止可能であります。 

 

(6) 政府指針の適法性・合理性の要件を全て充たしていること 

本プランは、経済産業省及び法務省が定めた平成 17 年 5 月 27 日付｢企業価

値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針｣が求める

適法性の要件(新株予約権等の発行の差止めを受けることがないために充たすべ

き要件)、合理性の要件(株主や投資家等関係者の理解を得るための要件)を全て

充たしております。また、経済産業省企業価値研究会の平成 20 年 6 月 30 日付報

告書｢近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方｣の提言内容にも合致し

ております。 

 

三 株主・投資家の皆様に与える影響等 

 

1．株主・投資家の皆様に与える影響 

本プランは、上記一において述べましたとおり、当社の企業価値及び株主共同の

利益を確保・向上させることを目的としており、株主・投資家の皆様の利益に資す

るものであると考えております。そして、本プランの導入・更新時点において新株

予約権の発行は行われませんので、株主・投資家の皆様の権利に影響が生じること

はありません。 

仮に特定買収者が将来出現した場合、すなわち確認決議を得ない特定買収行為が

行われた場合には、上記二 3．のとおり本新株予約権の無償割当てが行われ本新株予

約権が株主の皆様全員に自動的に割り当てられますので、新株予約権の割当ての申

込みを行わないことに伴う失権者が生じることはありません。また本新株予約権を

当社が一斉に強制取得し、行使条件を充たしている本新株予約権に対して当社株式
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を交付することも可能としております。なお、無償割当基準日の 3 営業日前の日以

降において上記二 3．に述べました無償割当等の中止や割り当てた本新株予約権の無

償取得を行うことは予定しておりません。 

 

2．株主・投資家の皆様に必要となる手続 

本プランの導入・更新時点において、株主・投資家の皆様に必要となる手続等は

ございません。 

仮に特定買収者が出現した場合には、上記 1．のとおり、取締役会は、特定買収者

の出現を認識した旨及び無償割当基準日等を決議し公表します。本新株予約権は無

償割当基準日時点の株主の皆様全員に無償で自動的に割り当てられますので、当社

が上記公表においてご案内する内容に従い、所定の手続を行っていただくことをお

願いいたします。 

本新株予約権の無償割当てが行われた場合、株主の皆様は、当社所定の新株予約

権行使請求書その他当社の定める書類をご提出いただくとともに取得する株式 1 株

あたり 1 円の払込みを行うことによって、本新株予約権を行使することができま

す。但し、上記 1．のとおり本新株予約権の強制取得が行われる場合には、行使条件

を充たしている本新株予約権に対して当社株式が自動的に交付されますので、株主

の皆様に本新株予約権の行使手続をとっていただく必要はございません。なお、特

定買収者等に該当しないことを確認させていただくための合理的手続を定めること

を予定しております。 

 

四 その他 

本プランを本定時総会での株主の皆様のご承認の下に更新することにつきまして、

平成 22 年 2 月 12 日開催の当社取締役会において、取締役の全員一致で承認されまし

た。また社外監査役 3名を含む監査役全員からも、同意を得ております。 

 

以 上 
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別紙 1 

本プランの改定の概要 

 

 本プランの本年度の改定にあたっては、経済産業省企業価値研究会の平成 20 年 6 月 30

日付報告書｢近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方｣の提言内容等も踏まえ、

本プランの迅速な運営を確保するなど株主の皆様の利益のさらなる保護のため、以下の見

直しを行っております。なお、本プランにおいては、独立性が確保された社外役員 4 名に

よって企業価値委員会の委員が構成されており、本プランの運用における恣意性を排除し

た内容となっております。 

 

1 本プランの迅速な運営を図り、買収提案への対応期間が合理的範囲を超えていたずら

に延びることがないようにするため、買収提案を行った者に対し情報提供を要請する

ことができる旨を明記するとともに、取締役会が 初の情報提供要請を提案者に対し

て行った日から起算して 60 営業日を上限として情報提供要請期間を設定することを

基本とし、必要情報が十分に揃わない場合であっても情報提供要請期間の満了をもっ

て企業価値委員会の検討・審議期間が開始することを基本方針としました。 

 

2 企業価値委員会の検討・審議期間は、合理的理由がない限り延長されないことを明確

にしました。 

 

3 企業価値委員会は、本文二 2．①ないし⑦に記載された各事項が全て充たされている

買収提案については勧告決議を行わなければなりませんが、本プランではさらに、当

該各事項の一部を充たさない買収提案であっても企業価値及び株主共同の利益の確

保・向上に照らして相当であると認められる場合には勧告決議を行うものとする旨を

明記しました。 

 

4 買収提案について勧告決議を行うか否かの判断基準において｢利害関係者の利益｣や

｢本源的価値｣への言及をとりやめるなど、株主以外の利害関係者の利益に言及するこ

とで、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うか否かから乖離して、保護さ

れるべき利益が幅広く解釈されることのないよう修正しました。 

 

5 取締役会は、企業価値委員会から勧告決議がなされた場合、取締役としての善管注意

義務に明らかに反する特段の事情がない限り、｢速やかに｣確認決議を行わなければな

らない旨を明記しました。 
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6 特定買収者等に対して、新株予約権の強制取得の対価として｢現金交付は行わない｣旨

を確認的に明記しました。 

 

以 上 
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別紙 2 

 

本新株予約権及び無償割当ての内容 

 

一 本新株予約権の内容は以下のとおりとする。 

1. 本新株予約権の目的となる株式の種類 

 当社普通株式 

 

2. 本新株予約権の目的となる株式の数 

 新株予約権 1 個あたりの目的となる株式の数は、2 株以下で取締役会が別途定

める数とする。 

 

3. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は 1 円に各新

株予約権の目的となる株式の数を乗じた額とする。 

 

4. 本新株予約権を行使することができる期間 

 無償割当効力発生日以後の日から開始する取締役会が別途定める一定の期間と

する。行使期間の 終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業

日にあたるときは、その前営業日を 終日とする。 

 

5. 本新株予約権の行使条件 

(1)  特定買収者等が保有する本新株予約権(実質的に保有するものを含む。)

は、行使することができない。 

(2)  新株予約権者は、当社に対し、上記 5(1)の条件を充足していること(第三

者のために行使する場合には当該第三者が上記 5(1)の条件を充足している

ことを含む。)についての表明・保証条項、補償条項その他当社が定める事

項を記載した書面、合理的範囲内で当社が求める条件充足を示す資料及び法

令等により必要とされる書面を提出した場合に限り、本新株予約権を行使す

ることができるものとする。 

(3)  適用ある外国の証券法その他の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者

による本新株予約権の行使に関し、所定の手続の履行又は所定の条件の充足

が必要とされる場合、当該管轄地域に所在する者は、当該手続及び条件が全

て履行又は充足されていると当社が認めた場合に限り、本新株予約権を行使

することができる。なお、当社が上記手続及び条件を履行又は充足すること

で当該管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使することができる場合で

あっても、当社としてこれを履行又は充足する義務を負うものではない。 
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(4)  上記 5(3)の条件の充足の確認は、上記 5(2)に定める手続に準じた手続で

取締役会が定めるところによる。 

 

6. 本新株予約権の行使手続等 

(1)  本新株予約権の行使は、当社所定の新株予約権行使請求書に、行使する新

株予約権の個数、対象株式数及び住所等の必要事項その他取締役会決議によ

り別途定められる必要事項を記載し、これに記名捺印した上、取締役会決議

により別途定める必要書類を添えて取締役会決議にて別途定める払込取扱場

所に提出し、かつ、上記 3 に規定する価額の全額を当該払込取扱場所に払い

込むことにより行われるものとする。 

(2)  本新株予約権の行使請求の効力は、上記 6(1)の規定に従い、行使に係る

新株予約権行使請求書及び添付書類が払込取扱場所に到着した時に生じるも

のとする。本新株予約権の行使の効力は、かかる新株予約権の行使請求の効

力が生じた場合であって、かつ、当該行使に係る新株予約権の行使価額の全

額に相当する金額が払込取扱場所において払い込まれたときに生じるものと

する。 

 

7. 譲渡承認 

 譲渡による本新株予約権の取得には、取締役会(又は会社法第 265 条第 1 項但

書の規定に従い取締役会が定める機関)の承認を要する。 

 

8. 取得条項 

(1)  当社は、無償割当効力発生日以後の日で取締役会が定める日において、未

行使の本新株予約権で上記 5(1)(2)の規定に従い行使可能な(すなわち特定

買収者等に該当しない者が保有する)もの(上記 5(3)に該当する者が保有す

る本新株予約権を含む。下記 8(2)において｢行使適格本新株予約権｣とい

う。)について、取得に係る本新株予約権の数に、本新株予約権 1 個あたり

の目的となる株式の数を乗じた数の整数部分に該当する数の当社普通株式を

交付して取得することができる。 

(2)  当社は、無償割当効力発生日以後の日で取締役会が定める日において、未

行使の本新株予約権で行使適格本新株予約権以外のものについて、取得に係

る本新株予約権と同数の新株予約権で特定買収者等の行使に制約が付された

もの(譲渡承認その他取締役会が定める内容のものとする。)を交付して取得

することができる。なお、当該取得の対価として現金の交付は行わない。 

(3)  本新株予約権の強制取得に関する条件の充足の確認は、上記 5(2)に定め

る手続に準じた手続で取締役会が定めるところによる。 
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9. 資本金及び準備金に関する事項 

 本新株予約権の行使及び取得条項に基づく取得等に伴い増加する資本金及び資

本準備金に関する事項は、法令の規定に従い定める。 

 

10. 端  数 

 本新株予約権を行使した者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数があると

きは、これを切り捨てる。但し、当該新株予約権者に交付する株式の数は、当該

新株予約権者が同時に複数の新株予約権を行使するときは各新株予約権の行使に

より交付する株式の数を通算して端数を算定することができる。 

 

11. 新株予約権証券の発行 

 本新株予約権については新株予約権証券を発行しない。 

 

二 本新株予約権の無償割当ての内容は以下のとおりとする。 

1. 株主に割り当てる本新株予約権の数 

 当社普通株式(当社の有する普通株式を除く。)1 株につき本新株予約権 1 個の

割合で割り当てることとし、割り当てる本新株予約権の総数は、無償割当基準日

における当社の 終の発行済株式総数(但し、当社の有する普通株式の数を除

く。)と同数とする。 

 

2. 本新株予約権の無償割当ての対象となる株主 

 無償割当基準日における当社の 終の株主名簿に記載又は記録された当社普通

株式の全株主(但し、当社を除く。)とする。 

 

3. 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

 無償割当基準日以降の日で取締役会が別途定める日とする。 

 

以 上 
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別紙 3 

 

降旗 正義 

［略歴］ 昭和 31 年 ４月 三井物産株式会社入社 

平成 元年 ６月 同社取締役就任 

平成 ５年 ６月 同社代表取締役常務就任 

平成 ８年 ６月 同社代表取締役専務就任 

平成 ９年 ６月 同社代表取締役副社長就任 

平成 10 年 ６月 同社取締役退任 

平成 12 年 ７月 有限会社オフィス フルハタ代表取締役就任 現在に至る 

平成 15 年 ６月 当社監査役就任  

平成 19 年 ３月 当社取締役就任 現在に至る 

 
小林 英三 

［略歴］ 昭和 47 年 ４月 日本銀行入行 

平成 11 年 ５月 同行人事局長 

平成 12 年 ５月 同行考査局長 

平成 14 年 ６月 同行理事就任 

平成 18 年 ５月 同行理事退任 

平成 18 年 ５月 アメリカンファミリー生命保険会社 

シニアアドバイザー就任 

平成 19 年 ３月 当社取締役就任 現在に至る 

平成 19 年 ４月 クロスプラス株式会社取締役就任 現在に至る 

平成 19 年 ７月 アメリカンファミリー生命保険会社  

副会長就任 現在に至る 

            

清水 紀彦  

［略歴］ 昭和 42 年 ９月 ボストンコンサルティンググループインク入社 

昭和 45 年 12 月 同社副社長就任 

昭和 62 年 ７月 株式会社清水紀彦事務所 代表取締役就任 

平成 ６年 ６月 日新製糖株式会社監査役 現在に至る 

平成 12 年 10 月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 

平成 15 年 ４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授 現在に至る 

平成 16 年 11 月 株式会社ファーストリテイリング監査役 現在に至る 

平成 19 年 ３月 当社監査役就任 現在に至る 
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河和 哲雄  

［略歴］ 昭和 50 年 ４月 弁護士登録（東京弁護士会） 現在に至る 

平成 14 年 ８月 法制審議会会社法（現代化関係）部会委員 

平成 14 年 ９月 日本弁護士連合会司法制度調査会特別委嘱委員 

現在に至る 

平成 19 年 ６月 株式会社日清製粉グループ本社監査役就任 現在に至る 

平成 21 年 ３月 当社監査役就任 現在に至る 

 

 

以 上 
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別紙 4 

大株主の状況 

平成 21 年 12 月 31 日現在 

大  株  主 
持 株 数 

(千株) 

持株比率 

(％) 

ヤ マ ハ 株 式 会 社 42,271 14.79 

ス テ ー ト  ス ト リ ー ト  バ ン ク

ア ン ド  ト ラ ス ト  カ ン パ ニ ー
25,389 8.88 

ト ヨ タ 自 動 車 株 式 会 社 12,500 4.37 

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 10,938 3.83 

三 井 物 産 株 式 会 社 8,586 3.00 

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス

信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 )
7,016 2.45 

株 式 会 社 静 岡 銀 行 6,813 2.38 

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト

信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 )
5,672 1.98 

ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ

ロンドン エス エル オムニバス アカウント
5,490 1.92 

ザ  バ ン ク  オ ブ  ニ ュ ー ヨ ー ク  －

ジャスディック トリーティー アカウント
4,900 1.71 

 


